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第１ 生活保護法及び医療扶助のあらまし 

1．生活保護の目的 

憲法第 25 条には「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はす

べての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら

ない。」と規定されています。 

生活保護法はこの憲法の理念に基づいて，国が生活に困窮するすべての国民に対して困窮の程

度に応じて必要な保護を行い，最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目

的とするものです。 

2．保護の種類と方法 

生活保護は次の 8 つの扶助（生活扶助，住宅扶助，教育扶助，介護扶助，医療扶助，出産扶助，

生業扶助，葬祭扶助）から構成され，それぞれ最低生活を充足するのに必要とされる限度におい

て具体的な支給範囲が定められています。 

生活，住宅，教育，出産，生業及び葬祭の各扶助については，金銭給付を原則としていますが，

医療扶助及び介護扶助は，給付の性質上現物給付を原則としています。 

3．医療扶助について 

医療扶助は上記の 8 つの扶助のうちのひとつであり，医療保障の最後の砦の役割を果たしてい

ます。 

貧困と疾病は密接な関係があり，病気ゆえに生活が苦しくなり，生活保護を申請する例が特に

多く見受けられます。 

現在，保護の開始で傷病を原因とするものは非常に多く，被保護者の約 80％が医療扶助を受け

ており，また医療扶助費は生活保護費全体の約 50％を占め，医療扶助は生活保護の扶助の中で特

に大きな比重を占めています。 

4．医療扶助の範囲 

医療扶助は，次に掲げる範囲内において行います（生活保護法第 15 条）。 

① 診察 

② 薬剤又は治療材料 

③ 医学的処置，手術及びその他の治療並びに施術 

④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

⑥ 移送 

この範囲は，国民健康保険及び健康保険の療養の給付と療養費の支給の範囲をあわせたものと

ほぼ同様です。しかし，まったく同一範囲ではなく，最低生活の保障を目的とする生活保護法上

では医療上必要不可欠のものであれば給付しています。例えば治療材料については，眼鏡，スト

ーマ装具，吸引器及びネブライザー等を申請に基づき要否判定の上，必要に応じて支給すること

ができます。 
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5．診療方針及び診療報酬 

医療扶助の診療方針及び診療報酬は，原則として国民健康保険の例によっています（生活保護

法第 52 条第 1 項）。 

6．診療報酬の請求手続き 

（1）診療報酬の請求 

医療機関が診療報酬を請求するには，福祉事務所から交付された所定の医療券に基づき，

診療報酬明細書で社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に請求してください。 

（2）診療報酬明細書の記入上の留意点 

診療報酬明細書の記入要領は，主に国民健康保険に準じますが，医療券に「本人支払額」

の記載がある場合は診療報酬明細書の負担金額欄に転記していただき，これを控除した額を

請求してください。 

（3）診療報酬請求権の消滅時効 

診療報酬請求権の消滅時効については，令和 2 年 3 月 31 日以前に請求権が発生した診療

報酬は旧民法第 170 条の規定が適用され，診療月の翌月 1 日から起算して 3 年，令和 2 年４

月 1 日以降に発生したものは民法第 166 条の第 1 項の規定が適用され 5 年となります。 
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第２ 中国残留邦人等支援法及び医療支援給付のあらまし 

1．法律の名称 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律 

2．支援給付の目的 

中国残留邦人及び樺太残留邦人は，昭和 20 年当時に生じた混乱等により，本邦に引き揚げるこ

とができず，引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた方々で，これらの特別な

事情に鑑み，この度，生活の安定のための特別の措置を講ずることになったものです。 

支援の内容は，国民年金の特例等により，老齢基礎年金の満額支給（厚生労働省所管）を始め，

新たな支援給付（神戸市所管）として，生活支援給付・住宅支援給付・医療支援給付・介護支援

給付等を生活保護に準じた取扱いにより実施することになりました。 

3．医療支援給付について 

医療支援給付は，生活保護法による医療扶助に準じた取扱いとなります。ゆえに，生活保護法

による医療扶助と同様に，保険診療の範囲内で，本人負担はありません。 

4．対象者 

「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者と世帯の収入が一定の基準に満たな

い方 

5．担当課 

担当課は，垂水区保健福祉部生活支援課です。中国残留邦人等の居住地が，垂水区以外の場合

でも，垂水区で全市の方の給付事務を行います。 

6．診療にあたってご注意いただくこと 

（1） 指定医療機関 

生活保護法の指定を受けた医療機関は同時に中国残留邦人等支援法の指定を受けた医療機

関となります。 

なお，原則として，生活保護法の非指定の医療機関での受診はできません。 

（2） 公費負担者番号・公費受給者番号 

公費負担者番号・公費受給者番号が生活保護受給者とは,異なります。医療券に記載の番号

をご確認ください。 

（3） 診療報酬の請求 

診療報酬の審査支払業務は，生活保護と同様，社会保険診療報酬支払基金となります。 

（4） 本人確認証 

被支援者全員に「本人確認証」(P.48)が発行されます。 

（5） 医療券等の各種様式 

医療券等，各種様式については，生活保護の医療扶助を準用することとされ，下記の内容

が変更されます。 
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生活保護法 ⇒ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 

    保  護  ⇒ 支援給付 

被保護者  ⇒ 被支援者 

（6） 他法との関係 

中国残留邦人等に対する医療支援給付の被支援者になる場合は，生活保護の医療扶助は適

用されません。 

被支援者は，生活保護受給者と同様，国民健康保険・後期高齢者医療制度の対象除外とな

ります。 

被用者保険や他法他施策により医療の給付がなされる場合を除き，医療支援給付の対象と

なります。 

 

（お問い合わせ先） 

制度全般のこと  神戸市福祉局くらし支援課 

         代表 078-333-3330 

医療券の発行等個別のこと 

      垂水区保健福祉部生活支援課(中国残留邦人等に対する支援給付担当） 

 代表 078-708-5151 
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第３ 医療扶助等の申請から決定まで 

 医療扶助が申請されてから決定するまでの一般的な事務手続きについて説明します。 

・生活保護法による医療扶助 

① 申請 

② 「新規医療要否意見書」を交付 

③ 意見書を医療機関に提出し受診 

④ 医療機関は診察の結果を記録し，福祉事務所へ提出 

⑤ 意見書に基づき要否決定の上「医療券」を発行 

 

 

 

 

 

 

1．医療扶助の申請 

医療扶助を受けたい患者は，まず福祉事務所長に対して保護の申請をする必要があります。 

保護の申請は，新規の場合は保護申請書を，既に他の扶助を受給している場合は「保護変更申

請書（傷病届）」を提出して行います。 

2．医療の要否の確認 

医療の内容は多種多様であり，その必要性，内容及び程度の判断については専門的，技術的判

断が要請されます。 

したがって，申請を受けた福祉事務所長は，医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料

にするために，「医療要否意見書」「精神疾患入院要否意見書」等の各要否意見書を申請者に対し

発行し，医療機関から意見を求めて医療の要否を確認します。 

これは，一般の医療保険と異なる生活保護特有の事務です。医療機関にお願いする各要否意見

書の種類及び性格の概要は次のとおりです。 

（1）医療要否意見書 

   結核・精神疾患の入院及び歯科外来以外の全ての医療について，これにより意見を求め， 

  それに基づき医療扶助の要否を判定します。 

   したがって，医療機関にお願いする意見書の中で，これが最も多く使われます。 

（2）精神疾患入院要否意見書 

   要保護者が精神疾患で入院する場合に使用します。 

（3）訪問看護要否意見書 

   要保護者が訪問看護（介護保険の対象外のもの）を利用する際に使用し，現在通院中の医 

  療機関に対して発行されます。 

要保護者 

福祉事務所 指定医療機関 

① ② ③ ④ ④ 

④ 

⑤ 

⑤ 
⑤ 
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（4）給付要否意見書（治療材料） 

   要保護者が治療材料の給付を受ける際に発行されます。 

（5）給付要否意見書（移送） 

   要保護者が移送の給付を受ける際に発行されます。原則として事前に申請することが必要 

  です。 

（6）給付要否意見書（施術） 

   要保護者が施術（柔道整復，あん摩・マッサージ，はり・きゅう）の給付を受ける際に使 

  用し，施術者に対して発行されます。 

 

以上の各要否意見書は，医療の要否を判定する上で欠かすことのできないものですから，必要

事項を記入の上，できるだけ早く福祉事務所長に提出してください。 

3．各要否意見書の記入 

（1）医療要否意見書 

① 医療要否意見書は，生活保護法による医療扶助を受けようとするとき又は現に受けてい

る医療扶助の停・廃止を行う場合に必要となる大切な資料ですので，できるだけ詳しく，

かつ正確に記入してください。「主要症状及び今後の診療見込」欄が時々空欄であったり，

患者の主訴のみを記載し，提出されているような例がありますので注意してください。 

② 診断が確定せず，傷病名に疑いがある場合には「傷病名又は部位」欄には○○の疑いと

記入してください。 

③ 「初診年月日」欄には費用負担関係の如何にかかわらず，その傷病についての初診年月

日を記入してください。 

④ 「診療見込期間」は入院・入院外の区別を明確にし，6 か月を限度に歴月を単位として

記入してください。 

 （ 注 意 ） 

新規医療要否意見書の左上部の「保護状況欄」に「申請中」と印字されている場合は，その患 

者については，まだ保護の適用は行われていません。保護の開始決定後に福祉事務所が医療券を

発行しますので，これに基づいて社会保険診療報酬支払基金への診療報酬の請求を行ってくださ

い。 

保護の開始決定前に，保護が適用される期間の医療費を患者から徴収された場合は，保護の開 

始決定後，徴収した医療費を患者に返金していただく等の調整を行っていただく必要があります。 

福祉事務所による要否判定の結果，保護が開始されなかった場合は，医療券は発行されません

ので，患者から医療費を徴収していただく必要があります。 

（2）精神疾患入院要否意見書 

① 「患者の職業」欄は，できるだけ発病前の職業を記載してください。 

② 「生活歴及び現病歴」欄は，性格，特徴等を記載し，他診療所及び他病院での受診歴を
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も聴取して記載してください。 

  また，継続入院の場合であっても，新たに判明した事実がある場合は記載してください。 

③ 「初回及び前回入院期間」欄は，他病院での入院歴をも聴取して記載してください。

入院歴がない場合は記載の必要はありません。 

④ 「現在の病状または状態像」欄は，一般にこの書類作成までの過去数か月間に認められ

た病状または状態像を指すものとし，主として最近のそれに重点を置いて，該当する全

てのローマ数字，算用数字及びローマ字を○で囲んでください。 

⑤ 「医学的総合判定」の「見込み期間」は 6 か月を限度に歴月を単位として記入してくだ

さい。 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の措置入院の要件に該当すると認められ

た場合の連絡 

 

新たに入院しようとする患者（社会保険又は自費等で入院していた者が引き続き生活保護法

により入院しようとする場合を含む。） でこの意見書を提示した者が精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第 29 条の措置入院の要件に該当する病状であると認められるときは，直ち

にその旨を福祉事務所に連絡してください。 

また，既に生活保護法により，入院している患者であっても，精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第 29 条の措置入院の要件に該当する病状であると認められるに至ったときは，

直ちにその旨福祉事務所に連絡してください。 

 

注 意 

上記の患者については福祉事務所長が都道府県知事又は指定都市市長に対して精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第 22 条の申請を行いますが，その結果については福祉事務所か

らも必要な事項をお知らせいたします。 
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・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律による場合 

① 本人確認証の提示 

② 医療機関より垂水福祉事務所へ連絡「新規医療要否意見書」の請求 

③ 垂水福祉事務所より意見書を医療機関に送付 

④ 医療機関は意見書を垂水福祉事務所へ提出 

⑤ 意見書に基づき要否決定の上「医療券」を発行 

 

 

 

 

 

 

 

医療支援給付については，日本語が不自由であるなど中国残留邦人等の特別な事情を踏

まえ，必要な事務手続きは上図のとおり医療機関と垂水福祉事務所の間で直接やりとりを

行うことになります。 

そのため，実際の受診にあたっては，患者本人は医療券を持参せず「本人確認証」を提

示します。生活保護と同様，要否意見書や医療券の発行手続きを行う必要がありますので，

垂水福祉事務所にご連絡ください。 

なお，「本人確認証」には，住所・氏名のほか，写真が添付され，神戸市の印が押印され

ています。(P.48) 

要支援給付者 

垂水福祉事務所 指定医療機関 

① 

②

  ③

  

⑤ 

④ 
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様式第 10 号－1－（1） 

新 規 医 療 要 否 意 見 書                

 

 

 

 

 

 

主病名を（1）に，その他のもの

については，初診の古いものを順

に記入してください。 

医療機関での初診年月日

を，費用負担に関係なく記入

してください。 

被保護者が転帰した場合， 

年月日を記入し該当に○印

をつけてください。 

診療見込期間は，1 か月，3 か月，6 か月等と

月単位で記入してください。なお，1 か月未満

の場合には，見込日数を記入してください。 

入院期間，就労の可否，療養態度，あ

るいは患者の食生活のあり方等，どん

なことでも患者の指導上参考になるよ

うな事項について記入してください。 

以下は福祉事務所にて記入します。 
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4．医療扶助の決定 

福祉事務所長は提出された各要否意見書を検討し，他法（例えば「感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律」や「障害者総合支援法」）の適用等について確認をした上，医療

扶助の決定を行います。活用すべき他法があれば，その制度を優先して活用することになります。 

初めて保護を受けようとする要保護者については，その世帯の収入と最低生活費（医療費を含

む）を対比して，次の図に示すように医療扶助を決定します。なお，決定までには相当な日時（概

ね 2 週間～１か月程度）を要します。 

 

例1 

収入認定額 生活扶助等の額 介護扶助額 医療扶助額 

 

例２ 

      収  入  認  定   額 介護扶助額 医療扶助額 

 

 

      収    入    認    定     額 医療扶助額 

 

例 4 

      収     入     認     定     額  

 

 

 

 

 

例１ 生活扶助・介護扶助（要介護者に限る）・医療扶助の併給世帯となります。 

例２ 公費本人支払額のある介護扶助（要介護者に限る）・医療扶助の併給世帯となります。 

例３ 公費本人支払額のある医療扶助単給世帯となります。 

例４ 生活保護法による医療扶助の対象となりません。 

 

5．医療券の発行 

以上のようにして医療扶助が決定された場合は，「医療券」（参照）が発行されます。医療券は

暦月を単位として発行され，有効期間，医科・歯科・訪問看護の診療別，入院・入院外の区分，

単独・併用の区分等を記入していますので，ご確認ください。 

介護扶助 生活･住宅･教育扶助 

 

医療扶助 

 

最低生活費 

本人支払額 
例3 
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※１ 保護変更申請書（傷病届）による医療券の発行 

既に保護を受けている者で，新たに医療扶助の必要が認められる場合には「保護変更申請書

（傷病届）」により，直ちに医療券（の様式）を発行します。 

ただし，次の場合は「新規医療要否意見書」の提出を求めた上で医療券を発行することにな

ります。 

ア．入院の場合 

イ．人工妊娠中絶，不妊手術を行うときで，症状の確認を必要とする場合 

ウ．その他，福祉事務所長が特に病状の確認等医療扶助の決定実施上必要と認めた場合 

 

※２ 「休日・夜間等受給証」について 

神戸市では夜間，休日等の福祉事務所閉庁時に急病にかかり，医療機関に受診する際に使用

するために被保護者に対して「休日・夜間等受給証」（以下受給証：参照）を発行しております。 

患者が受給証を提示した場合， 

・当該患者の氏名が緊急受診証に記載されていること 

・現在も受給証に記載された福祉事務所で生活保護を受給中であること 

・福祉事務所の担当者名 

・患者の現在の連絡先（住所・電話番号等） 

をご確認の上診察していただきますようご配慮願います。 

※受給証は被保険者証ではありません。お手数ですが，後日福祉事務所への連絡をお願いし

ます。医療券・調剤券を発行しますので券に基づいて請求してください。 

※受給証については、表題に「令和〇年度版」と記載し、年度ごとに色が変わります。有効

な受給証であることをご確認ください。 

 

6．継続医療 

医療扶助を受けている患者の医療の承認期間の決定は 6 か月の範囲内において行います。その

承認が切れる月の翌月以降の医療要否について，「継続医療要否意見書」の様式を送付しますので，

必要事項を記入の上，翌月 15 日までに各福祉事務所に提出してください。転帰の場合もその年月

日を記入し，提出してください。 
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第４ 指定医療機関の義務 

 

指定医療機関は，福祉事務所にかわって直接，被保護者に医療の給付を行うことになりますの

で，生活保護法による保護の趣旨を十分に理解いただき，次のことを守ってください。 

1．医療担当について 

「指定医療機関医療担当規程」（P18~）を参照してください。 

2．診療報酬について 

被保護者について行った医療にかかる診療報酬の額の算定は，原則的には国民健康保険の例に

より行ってください（生活保護法第 52 条及び同法施行規則第 17 条）。 

診療内容及び診療報酬の請求についての審査及び診療報酬額の決定は市長が行います。 

3．指導等について 

指定医療機関は，被保護者の医療について，厚生労働大臣または市長の行う指導等を受ける場

合があります（生活保護法第 50 条第 2 項，第 54 条）。 

4．報告義務について 

指定医療機関は，福祉事務所から委託している被保護者の病状等必要な事項の確認を受ける場

合があります。例えば，頻回受診者や長期入院患者などの病状把握，就労の可否，移送費や施術

の給付の必要性をおたずねします。主治医の意見を参考に，福祉事務所が対応を決定します。な

お，病状等の確認は生活保護法の目的を達成するためのものであり，個人情報の保護に関する法

律に抵触することはありません。 

5．届出について 

指定医療機関は，次項のような事由が生じたときは，すみやかに当該医療機関の所在地を管轄

する福祉事務所に届け出てください（生活保護法施行規則第 10 条の 2，第 14 条及び第 15 条）。 

また，指定医療機関が医療法等による処分を受けた場合，福祉局くらし支援課（市本庁）あて，

処分届書を提出していただく場合があります。 

なお、令和５年７月より生活保護法に基づく指定医療機関の申請等（新規指定申請，更新申請，

変更届，廃止届，休止届，再開届，辞退の申出）が簡素化され，近畿厚生局に１枚の申請等の様

式を提出することで，保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行うことが可能になりまし

た。 

ただし，訪問看護ステーション，指定介護機関，指定施術機関は対象外です。また，引き続き，

保険医療機関等の申請等と別に，指定医療機関の申請等を神戸市に提出することも可能です。 

なお届出様式は神戸市ホームページからもダウンロードできます。 

6．指定の更新について 

 平成 26 年 7 月 1 日から，生活保護法の指定医療機関の指定に有効期間が設けられ，6 年ごとに

指定の更新が必要になりました。 

 更新申請が必要な医療機関に対しては，有効期間終了２か月前までに書面でご案内しますので，
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案内に従って申請手続きを行ってください。 

 更新申請が不要な医療機関については，有効期間終了日前６月から同日前３月までの間に指定

更新の意思がない旨の申出がない場合は自動的に更新されます。更新後，新たな有効期間を書面

で通知いたします。 

 なお，指定書に更新申請の必要の有無について記載しています。
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の指定に関する届出等 

届出を要する事由 

誓

約

書 

指
定
申
請
書 

誓

約

書 

指
定
申
請
書 

廃

止

届

書 

変

更

届

書 
休

止

届

書 

そ

 

の

 

他 

・病院，診療所，薬局が新たに生活保護法による指定を受ける場合※ 

・訪問看護ステーション，助産師又は施術者が新たに生活保護法による指

定を受ける場合 

※ 

〇 

 
     

す
で
に
指
定
医
療
機
関
等
で
あ
る
場
合 

・更新申請が必要な医療機関が，指定の有効期限を迎えたとき  ○     

 

○医療機関コード等が変更になった場合 

・開設者(事業者)を変更した場合 

（Ａ氏⇒Ｂ氏，親⇒子,Ａ法人⇒Ｂ法人） 

・開設者が個人⇔法人に変更した場合 

・病院⇔診療所に変更した場合 

・移転により所在地を変更した場合 

・法人格を変更した場合 

 

○  ○    

 

○医療・介護機関コード等が変わらない場合 

・指定医療機関の名称を変更した場合※ 

・開設者が改姓改名※ 

・指定助産師・施術者の氏名が改姓等により変更となった場合 

・法人が名称または所在地を変更した場合 

・住所の表示が行政による住居表示の変更等により変更された場合 

・移転（助産・施術者・訪問看護ステーション） 

   

※ 

 

 

 

○ 

  

 

・指定医療機関の開設者が死亡し，あるいは失踪の宣告を受けた場合、

当該指定医療機関を廃止した場合※ 

・指定助産師・施術者が死亡し，あるいは失踪の宣告を受けた場合、

当該業務(施術所等)を廃止した場合 

  

※ 

 

〇 

   

 

・指定医療機関の開設者が当該指定医療機関を休止した場合(再開の意

思がある場合) ※ 

・指定助産師・施術者が当該業務(施術所等)を休止した場合(再開の意

思がある場合) 

    
※ 

 

〇 

 

・休止した指定医療機関を再開した場合※ 

・休止した業務(施術所等)を再開した場合 
     

※ 

再開 

届書 

 

・指定医療機関の指定を辞退する場合※ 

・指定助産師・施術者の指定を辞退する場合 

 (注１)30 日以上の予告期間を設けること 

(注２)医療機関等が事業を廃止する場合は，廃止届書が必要 

(注３)医療機関等の事業は継続するが，生活保護法による指定 

を辞退する場合は，辞退届書が必要 

 

 
    

※ 

 

辞退 

届書 

 

 

・指定医療機関又は指定助産師・施術者が処分を受けた場合      
処分 

届書 
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※令和５年７月より，生活保護法に基づく指定医療機関の申請等（新規指定申請，更新申請，変

更届，廃止届，休止届，再開届，辞退の申出）が簡素化され，近畿厚生局に１枚の申請等の様

式を提出することで，保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行うことが可能になりま

した。ただし，訪問看護ステーション，指定介護機関，指定施術機関は対象外です。また，引

き続き，保険医療機関等の申請等と別に，指定医療機関の申請等を神戸市に提出することも可

能です。 

 

 

 

各種届出は届出事項の発生から 10 日以内にご提出ください。 
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指定医療機関医療担当規程 

昭和 25 年 8 月 23 日 厚生省告示第 222 号 

最終改正 平成 30 年 9 月 28 日 厚生労働省告示第 344 号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条第 1 項の規定により，指定医療機関医療担当規

程を次のとおり定める。 

 指定医療機関医療担当規程 

（指定医療機関の義務） 

第１条 指定医療機関は，生活保護法（以下「法」という。）に定めるところによるのほか，この

規程の定めるところにより，医療を必要とする被保護者（以下「患者」という。）の医療を担当

しなければならない。 

（医療券及び初診券） 

第２条 指定医療機関は，保護の実施機関の発給した有効な医療券（初診券を含む。以下同じ。）

を所持する患者の診療を正当な事由なく拒んではならない。 

第３条 指定医療機関は，患者から医療券を提出して診療を求められたときは，その医療券が，

その者について発給されたものであること及びその医療券が有効であることを確かめた後でな

ければ診療をしてはならない。 

（診療時間） 

第４条 指定医療機関は，自己の定めた診療時間において診療するほか，患者がやむを得ない事

情により，その診療時間に診療を受けることができないときは，患者のために便宜な時間を定

めて診療しなければならない。 

（援助） 

第５条 指定医療機関が，患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたとき

は，速やかに，患者が所定の手続きをすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなけ

ればならない。 

一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

二 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

三 移送 

四 歯科の補てつ
・ ・

 

（後発医薬品） 

第６条 指定医療機関の医師又は歯科医師（以下「医師等」という。）は，投薬又は注射を行うに

当たり，後発医薬品（法第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。）の使用

を考慮するよう努めるとともに，投薬を行うに当たっては，医学的知見に基づき後発医薬品を

使用することができると認めた場合には，原則として，後発医薬品により投薬を行うものとす

る。 

2 指定医療機関である薬局は，後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要

な体制の確保に努めなければならない。 

3 指定医療機関である薬局の薬剤師は，処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が保険薬

局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 16 号）第 9 条の規定による厚生労働
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大臣の定める医薬品である場合であって，当該処方せんを発行した医師等が後発医薬品への変

更を認めているときは，患者に対して，後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならな

い。この場合において，指定医療機関である薬局の薬剤師は，原則として，後発医薬品を調剤

するものとする。 

（証明書等の交付） 

第７条 指定医療機関は，その診療中の患者及び保護の実施機関から法による保護につき，必要

な証明書又は意見書等の交付を求められたときは，無償でこれを交付しなければならない。 

2 指定医療機関は，患者の医療を担当した場合において，正当な理由がない限り，当該医療に関

する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければ

ならない。 

（診療録） 

第８条 指定医療機関は，患者に関する診療録に，国民健康保険の例によって医療の担当に関し

必要な事項を記載し，これを他の診療録と区別して整備しなければならない。 

（帳簿） 

第９条 指定医療機関は，診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から 5 年間

保存しなければならない。 

（通知） 

第１０条 指定医療機関が，患者について次の各号の一に該当する事実のあることを知った場合

には，すみやかに，意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

 一 患者が正当な理由なくして，診療に関する指導に従わないとき。 

 二 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け，又は受けようとしたとき。 

（指定訪問看護事業者等に関する特例） 

第１１条 指定医療機関である健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 88 条第 1 項に規定する

指定訪問看護事業者又は介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項に規定する指定

居宅サービス事業者（同法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護を行う者に限る。）若しくは同法

第 53 条第 1 項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第 8 条の 2 第 3 項に規定する介

護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては，第 5 条の規定は適用せず，第 8 条中「関する

診療録」とあるのは「対する指定訪問看護の提供に関する諸記録」と，「国民健康保険の例に

よって」とあるのは「国民健康保険又は後期高齢者医療の例によって」と，「診療録と」とある

のは「諸記録と」と，それぞれ読み替えて適用するものとする。 

（薬局に関する特例） 

第１２条 指定医療機関である薬局については，第 5 条の規定は適用せず，第 8 条中「診療録」

とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。 

（準用） 

第１３条 第 1 条から第 10 条までの規定は，医療保護施設が患者の診療を担当する場合に，第 1

条から第 5 条まで及び第 7 条から第 10 条までの規定は，指定助産師または指定施術者が被保

護者の助産又は施術を担当する場合に，それぞれ準用する。 

（注）第 2 条の初診券は各要否意見書の意味であるので念のため申し添える。 
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参考 

（答） 既に保護を受けている者で，新たに医療扶助の必要が認められる場合には「保護変更申

請書（傷病届）」により，直ちに医療券（の様式）を発行します。 

ただし，次の場合は「新規医療要否意見書」の提出を求めた上で医療券を発行することになり

ます。 

ア．入院の場合 

イ．人工妊娠中絶，不妊手術を行うときで，症状の確認を必要とする場合 

ウ．その他，福祉事務所長が特に病状の確認等医療扶助の決定実施上必要と認めた場合 

 

（答） 既に保護を受けている者で，初めての治療の場合は，通常その都度患者が医療券(P.22 以

降の様式)を持参しますが，翌月以降の継続の場合は，毎月原則当該月の 15 日前後頃と 20 日前後

頃の 2 回に分けて，のいずれかの様式の医療券を医療機関に直接送付します。 

なお，承認期間満了に伴う「継続医療要否意見書」の提出は満了月の翌月の15日頃までにお 

願いします（発送元の福祉事務所に提出してください）。 

 

（答） 障害者総合支援法による自立支援医療（精神通院医療）の申請の場合にする診断書作成

料については，3,000 円の範囲内の額を，患者ごとに直接福祉事務所長に請求してください。 

 

 

 

（答） 夜間，休日等緊急の状況においては「休日・夜間等受給証（P.47 参照）」を携行するよう

指導していますので，提示しましたらご配慮をお願いします。

（問 1）初診の場合の医療券の発行はどうなるのか。 

（問 2）医療券は毎月いつごろ送られるのか。 

（問 3）障害者総合支援法第 58 条による自立支援医療（精神通院医療）の申請の場合に要す

る診断書作成等のための費用については，被保護者に請求することとなるのか。 

（問 4）被保護者が医療券を持たずに来院した場合の取り扱いはどうするのか。 
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（答） 死亡診断書料は葬祭扶助基準額中に含まれていますが，単身者の場合は葬祭業者から支

払うこととし，それ以外は家族を通じて医療機関に支払うよう取り扱っています。 

なお，市においては基準額 5,350 円までとなっています。 

 

（答） 医療券は診療報酬請求後 3 か月を経過した時点で，医療機関において処理してください。 

 

（答） 

① 自家用車で往診した場合 

往診時のガソリン代として 1 回 200 円を，患者ごとに月単位で直接福祉事務所長へ請求してく

ださい。なお，請求書は福祉事務所にある所定の様式を使用してください。 

② 自家用車以外で往診した場合 

 往診に要した交通費実費を，福祉事務所にある所定の様式により月単位で直接福祉事務所長へ

請求してください。 

 

（答） 指定医療機関については生活保護法第 50 条において，厚生労働大臣の定めるところによ

り，懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない旨規定されており，同項の規定により

定められた指定医療機関医療担当規定第 7 条において，「診療中の患者及び保護の実施機関から生

活保護法による保護につき，必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは，無償でこれ

を交付しなければならない」こととされています。 

このことから実施機関が行う調査については，個人情報保護法の例外規定である｢法令に基づく場

合｣に該当すると解され，被保護者の同意がなくても，回答することができます。

（問 5）死亡診断書を交付した場合の診断書料の支払はどのように取り扱われているのか。 

 

（問 6）患者が来院しなかったことにより，不要になった医療券の処理はどうするのか。 

 

（問 7）健康保険では「往診に要した交通費は患家の負担とする」となっているが，被保護者

を往診した場合，どうすればよいか。 

 

（問 8）福祉事務所からの患者の診察内容などの問い合わせに対して本人の同意は必要か。 
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 【医療券 単票】 

 

 

（注）当該医療券・調剤券は 3 ヶ月間保存してください。 

   本人支払額は診療報酬明細書の負担金額欄に記載してください。 

   区分が併用の場合で，本人支払額が 35,400 円を超えた場合， 

   超えた金額については食事療養の公費の負担額欄に記載してください。 
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【医療券 連名簿】 
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【新規 医療要否意見書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 規 
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【継続 医療要否意見書】 

 

  

継 続 
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【精神疾患入院要否意見書】 

 



27 

【給付要否意見書（移送）】 
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【通院確認書】 

 

 

  



29 

 

 

 

＜医療機関指定申請書＞ 
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＜医療機関指定申請書 裏面＞ 
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＜医療機関誓約書＞ 



32 

＜医療機関誓約書 裏面＞ 
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定（助産機関・施術機関）指定申請書 

 

生活保護法第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第 14 条４項の規定に基づき、次のとおり指定を申請します。 

 

令和  年  月  日 

 

                     

   神 戸 市 長 

                         〒   － 

                     住 所 

申請者 

  氏 名                

 

 

 

 

 

氏     名 

(フリガナ) 

 

生 年 月 日 M・T・S・H   年  月  日 

住     所 

〒   － 

 

                                   ℡（   ）  － 

開設している(勤務し

ている)助産所又は施

術所の名称 

名 

称 

(フリガナ) 

 

開設している(勤務し

ている)助産所又は施

術所の所在地 

所
在
地 

〒   － 

 

                ℡（   ）  － 

業 務 の 種 類 助産・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復 

様 

＜助産機関・施術機関指定申請

書＞ 
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注意事項 

１ この書類は、兵庫県知事又は神戸市長、姫路市長、西宮市長、尼崎市長あてに、所在地を管

轄する福祉事務所を経由して提出してください。 

２ 免許証の写しを添付してください。 

３ 貴機関が指定された場合には、告示により公示するほか、指定通知書により通知します。 

 

記載要領 

１「氏名」は、当該指定申請を行う助産師又は施術者の氏名を記載してください。 

２ 「生年月日」は、当該指定申請を行う助産師又は施術者の生年月日を記載してください。 

３「住所」は、当該指定申請を行う助産師又は施術者の住所を記載してください。 

４「業務の種類」は、該当するものを○で囲んでください。 
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＜助産機関・施術機関指定誓約書＞ 
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＜助産機関・施術機関指定誓約書 裏面＞ 
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＜変更届書＞ 
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＜変更届書 裏面＞ 
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＜休止・廃止届書＞ 
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＜休止・廃止届書 裏面＞ 
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＜再開届書＞ 



42 

＜再開届書 裏面＞ 
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＜辞退届書＞ 



44 

＜辞退届書 裏面＞ 



45 

＜処分届書＞ 
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＜処分届書 裏面＞ 
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休日・夜間等受給証の見本 
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中国残留邦人等支援法医療支援給付本人確認証の見本 

 

 

（表） (裏) 

本人確認証   Ｎｏ○○○○○○○○○ 
氏   名 ○○ ○○○ 
生 年 月 日 M/T/S○○年○○月○○
日 
性 別 男・女 
住 所 神戸市○○区○○町○丁
目 

○番○号 
 上記の者については，中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成 6 年法律第 30 号)に基づく支援給付
の支給決定されていることを証明する 
発行日 令和○○年○○月○○日 

      神戸市長 
この確認証の有効期間は， 
令和  年  月  日から                    
令和  年  月  日までとする。                                      

（注意）                                                                
（1）この確認証は，他人に貸与し，又は譲渡することはで

きません。  
（2）この確認証を紛失したときは，直ちに発行者に届け出

てください。 
（3）この確認証は，次の場合は直ちに発行者に返納してく

ださい。  
①御本人が支援給付を受けなくなったとき。  
②確認証の記載事項に変更があったとき。  
③確認証の有効期間が満了したとき。 
④確認証が使用に耐えなくなったとき。  
⑤確認証が再交付された後，紛失した確認証を発見した
とき。  

（4）医療機関で受診する際には，この確認証を窓口に提示

してください。 

  お問合せ先 神戸市垂水区保健福祉部生活支援課 
       電話(078)708-5151(代表) 

 

 

（備考）    

 1．再発行の場合は，再発行と表示する。 

 2．ラミネート加工しています。 

 

 

写 真 

 

 

 

印 
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福祉事務所等一覧 

 

福祉事務所 郵便番号 所在地 
電話番号 

（代表） 

公費負担者 

番号 

東灘福祉事務所 658－8570 東灘区住吉東町 5 丁目 2 番 1 号 841－4131 12281010 

灘福祉事務所 657－8570 灘区桜口町 4 丁目 2 番 1 号 843－7001 12281028 

中央福祉事務所 651－8570 中央区東町 115 番地 335－7511 12281127 

兵庫福祉事務所 652－8570 兵庫区荒田町 1 丁目 21 番 1 号 511－2111 12281051 

北福祉事務所 651－1195 北区鈴蘭台北町 1 丁目 9 番 1 号 593－1111 12281069 

北福祉事務所 

北神区役所 
651－1302 北区藤原台中町 1 丁目 2 番 1 号 981－8870 12281069 

長田福祉事務所 653－8570 長田区北町 3 丁目 4 番地の 3 579－2311 12281077 

須磨福祉事務所 654－8570 須磨区大黒町 4 丁目 1 番 1 号 731－4341 12281085 

須磨福祉事務所 

北須磨支所 
654－0195 須磨区中落合 2 丁目 2 番６号 793－1212 12281101 

垂水福祉事務所 655－8570 垂水区日向 1 丁目 5 番 1 号 708－5151 12281093 

西福祉事務所 651－2295 西区糀台５丁目４番１号 940－9501 12281119 

垂水区保健福祉部 

(中国残留邦人用) 
655－8570 垂水区日向 1 丁目 5 番 1 号 708－5151 25281098 

福祉局くらし支援

課 
650－8570 中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 331－8181  

 


